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女布川
高野川

舞鶴市

1. 高野川水系の総合的な保全と利用に関する基本方針 

(1) 流域及び河川の概要 

 

高野
た か の

川は、舞鶴
まいづる

市登
のぼり

尾
お

峠
とうげ

に源を発し、城屋
じょうや

、高野
た か の

由里
ゆ り

集落を流下したのち右支川女布
に ょ う

川を併せ、西舞鶴

の市街地を貫流したのち舞鶴湾に注ぐ、流域面積

16.2km2、流路延長 7.2km の二級河川である。 

若狭
わ か さ

湾の西部に位置する舞鶴湾は、入り組んだ地形

の奥に成立したリアス式の湾入部をなしており、高野

川はその西湾に流入する。 

 

高野川は、南北方向と東西方向に発達した谷沿いに

屈曲しながら流下している。上流域では河川周辺沿い

に谷底平野・氾濫平野が見られ、中流域および下流域

では谷底平野・氾濫平野が広がっており、地盤高が低

く洪水や内水氾濫のほか、高潮による影響が懸念され

る。 

 

地質は、中・上流域では、舞鶴層群、泥質岩、輝緑凝灰岩が主体である。上流域は、左岸側で

は泥質岩(Mm)、右岸側では花崗岩質岩石(Gr)が広がっている。中流域では礫質堆積物が、下流域

では砂質堆積物が広がっている。 

 

流域の気候は、冬期に降水量が多い日本海型気候区に属し、年間降水量は約 1,870mm と、全国

の年平均降水量（約 1,720mm）と比較して若干多い。年平均気温は約 14.6℃であり、夏期平均気

温は約 25℃程度、冬期平均気温は約 4℃程度である。昭和 56 年～平成 27 年の経年変化としては、

気温や降水量は若干の増加傾向にある。舞鶴湾沿岸域での冬の気温は比較的高いため、府内の他

の日本海側地域と比べ積雪量は少ないが、山地域においては冬の気温は低いため、積雪も多い。 

 

流域の植生は、広い範囲でアベマキ-コナラ群集、モチツツジ-アカマツ群集が分布している。

また、中流部の河川沿いにはまとまった竹林が見られる。 

堤外の水際は、ミゾソバ群落などの湿生の一年生草本群落が大きく占めている。一方、護岸及

び堤防上では、メヒシバ-エノコログサ群落やヨモギｰメドハギ群落が大半を占め、セイタカアワ

ダチソウやクズなどの大型の多年生草本が優占する群落が分布する。また、流水内の一部では、

沈水性の外来植物であるオオカナダモ群落やオオフサモ群落が確認されている。 

 

希少種として環境省レッドリスト（第 4次）および京都府改訂版レッドリスト 2013 に属するも

のは、鳥類で 2種、両生類・爬虫類で 8種、哺乳類で 1種、昆虫類で 2種が確認され、外来種は、

底生動物 1種が確認されている。 
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水質は、平成 14 年度では BOD 平均値で 3.3mg/l であったが、それ以降は低下傾向にあり、平成

19 年度には下水道普及率が 70%を越え、通常の水道水として利用できる水質である 2.0mg/l を下

回った。平成 25 年度には 0.7mg/l まで低下している 。 

 

土地利用は、経年的に農地が減少し、市街地が増加している。市街地の平地部は、ほとんどが

宅地化されている状況である。 

 

現在、河川水は農業用水として約 48ha の耕地のかんがいに利用されているほか、水道用水と

しても利用されている。  

なお、高野川水系において渇水による大きな被害は報告されていない。 

 

流域には、田辺
た な べ

城跡をはじめとする史跡・遺跡、古墳・古墳群が多数分布している。上流の雨引
あめひき

神社では、雨ごいの儀式として「城屋の揚
あげ

松明
たいまつ

」で知られる火祭りが奉納されている。下流部で

は、3月に地域の風物詩である「イサザ（シロウオ）漁」が行われている。 

 

高野川流域では、昭和 28 年 9 月台風 13 号、昭和 34 年 9 月伊勢湾台風により甚大な被害が発生

している。近年では、平成 16 年 10 月の台風 23 号により、下流の市街地を中心に床下浸水 642 戸、

床上浸水 156 戸もの浸水被害が発生した。中流では、破堤による被害や橋梁が流出する被害が発

生した。また、平成 25 年 9 月の台風 18 号においても床下浸水 191 戸、床上浸水 130 戸の被害が

発生している。 

 

高野川の改修は、昭和 28 年台風 13 号による被害を受け、河口から女布川合流部まで 2.4km 区

間の改修を昭和 30 年頃に実施している。その後は昭和 40 年～50 年に新橋から大橋の約 0.3km の

区間の局部改良事業を実施しているが、治水安全度は低い状況である。 
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(2) 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 

 

高野川水系における河川の総合的な保全と利用に関する基本方針は、河川整備の現状、水害の

発生状況及び河川利活用の現状並びに河川環境の保全等を考慮し、関連地域の社会・経済情勢の

発展に即応するよう関連市の総合計画等を考慮し、計画的なまちづくりとの連携を図り、水源か

ら河口まで一貫した計画のもとに河川の総合的な保全と利用を図る。 

 

災害の発生の防止又は軽減に関しては、沿川地域を洪水から防御するため、河川改修を行う。

改修規模としては、地域特性や京都府域の河川整備の均衡を考慮し、年超過確率 1/30 の規模の降

雨で発生する洪水に対して、洪水の安全な流下を図る。 

また、河川改修に合わせて、舞鶴市が実施する流域における効果的な雨水流出抑制対策等と連

携を図り、流域の治水安全度向上を図る。 

さらに、河川が氾濫した場合においても被害を最小限にとどめるために、関係機関や地域住民

と連携して、各種防災情報の提供などソフト対策の充実を図り、地域防災活動の一層の支援を行

う。 

 

本川及び支川の整備にあたっては、本川下流部の整備の進捗を十分に踏まえつつ、本支川及び

上下流間のバランスを考慮し、水系一貫した河川整備を行う。その際、多様な動植物が生息・生

育・繁殖できる良好な河川環境の保全・再生・創出を図る。 

 

河川水の利用に関しては、現在、概ね良好な河川環境のもとに水利用がなされていることから、

今後とも適正な水利用が図られるように努める。  

流水の正常な機能の維持に関しては、新たな水需要が発生した場合には、関係機関と協議、調

整を行い、水資源の合理的かつ有効な利用を図る。さらに、渇水や震災といった緊急時には、関

係機関との連携により、適切な河川水の利用が図られるように配慮する。 

 

河川環境の整備と保全に関しては、高野川流域の風土、歴史、文化を踏まえ、人々にうるおい

と安らぎを与える水辺空間と多様な動植物が生息・生育・繁殖できる良好な河川環境の保全・再

生・創出を図る。下流部から中流部ではアメリカザリガニなどの外来種が確認されており、在来

種等の生息への影響が懸念されるので、定期的なモニタリングを実施し、関係機関等と連携して

外来種対策を検討する。また、河道内の堰や落差工により縦断方向の連続性が損なわれている箇

所については、生物の生息域・繁殖環境に配慮し、必要に応じて魚道等を整備する。 

 

河川の維持管理に関しては、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及

び河川環境の整備と保全の観点から、河川管理施設の点検及び補修、浚渫等を適切に行うものと

する。 
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2. 河川の整備の基本となるべき事項 

(1) 基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項 

 

年超過確率 1/30 の規模の降雨で発生する洪水を河口から 2.24km の引土地点において 140m3/s

とし、この全量を河道により流下させる。 

 

基本高水のピーク流量等一覧表 

 

河川名 基準地点 
基本高水の 

ピーク流量 

洪水調節施設 

による調節流量 

河道への 

配分流量 

高野川 
引土
ひきつち

 

（河口から 2.24km）
140 － 140 

 

 

(2) 主要な地点における計画高水流量に関する事項 

 

高野川における計画高水流量は、引土地点において 140m3/s とする。 
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(3) 主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項 

 

高野川の主要な地点における計画高水位及び計画横断に係る概ねの川幅は、次のとおりとする。 

 

河川名 地点名 河口からの距離 計画高水位 川幅 

高野川 引土 2.24km T.P.+4.962m 20m 

注）T.P. 東京湾中等潮位 

 

(4) 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項 

 

高野川水系における既得許可水利権は、農業用水 0.059m3/s、水道用水 0.0385m3/s であり、そ

の他にも農業用水の慣行水利権がある。流水の正常な機能を維持するための必要な流量は、流況、

河川環境保全等の関連事項について引き続きデータの蓄積に努め、今後さらに検討を行う。 

 



6 
 

高野川流域図（参考図） 
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